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文化振興計画の基本施策と体系図

計画の基本施策と体系

歴史と文化を認め合い 誇り高い 天草文化の継承

一人ひとりの個性が輝き、多彩な文化活動を推進していくため、文化に対す
る意識の高揚と資質の向上を図ります

多くの人の共感を生み、豊かさを実感する文化活動を推進します

天草の自然や歴史が息づく文化遺産の継承と活用を図ります

本計画を推進するために、基本方針に基づき、実践的・継続的な基本施策及び具体的施策を
設定し、文化芸術の振興を図っていきます。

①世界遺産の保存・継承
②文化的景観の保存・継承

世界遺産の保存・活用

①資料館等の整備と活用
②歴史文化遺産の継承と活用
③無形文化財の継承と発展
④キリシタン史の発信・継承
⑤新規施設等を核とした市東部地域の誘客促進

歴史文化の保存・継承

①教育の場における文化活動の奨励
②生涯学習における文化活動の推進
③周知啓発活動の推進
④文化情報の提供
⑤芸術文化鑑賞機会の提供と充実
⑥天草独自の特色ある芸術文化事業の推進
⑦市民の自立的・公益的な芸術文化活動の育成と支援
⑧文化施設の整備と活用

芸術文化活動の推進

①情報発信と普及活動
②教育普及活動と学術支援
③情報発信拠点施設機能の充実
④自然史資料の収集管理と自然資産の調査研究

自然資源の活用と博物館活動の推進



文化振興計画の目指すもの（基本目標）

この計画を推進していくために基本となる理念と３つの重要な方策を基本目標とし
ています。

一人ひとりの個性が輝き、多彩な文化活動を推進していくため、文
化に対する意識の高揚と資質の向上を図ります

地域文化の振興を図り、文化活動を活性化させていくためには、市民の皆様
が文化に親しむ意識を育てていく必要があります。このため、学校･各資料館施
設・公民館等での郷土学習・生涯学習を通じて文化活動を推進するとともに、
文化情報の提供に努め、文化に対する意識の高揚、資質の向上を図ります。
また、歴史と文化が次世代に継承されるまちづくりを進めていくためには、

行政自らが文化に精通することが必要です。このために調査研究を進め、発信
し、質の高い行政運営を行っていくことに努めます。

多くの人の共感を生み、豊かさを実感する文化活動を推進します

文学や音楽・美術・陶芸等の工芸・写真・演劇・ハイヤ踊り等の舞踊などの
芸術、茶道・華道・書道などの生活文化、伝統芸能や文化財、また、文化的景
観や歴史的景観・自然景観によるまちづくりなど、市民生活を豊かにする全て
の営みを文化芸術とみて、特色ある地域文化を構築するとともに、その発展に
努めます。

天草の自然や歴史が息づく文化遺産の継承と活用を図ります

それぞれの地域には、その地域特有の自然や歴史、貴重な文化財があります。
それらを踏まえて、歴史･文化・産業・観光等の総合的な視点から、地域の文化
を再発見し、磨き上げ、伝承し、保存して、新しい天草文化の宝になるよう努
めます。また、自然資源はその貴重さを地域へ伝えるとともに、保全に努めま
す。

本計画は、総合計画を最上位計画とし、文化芸術基本法・熊本県文化振興基本条例、
天草市教育振興基本計画の方針を受け、本市の文化振興の基本方針について定めた
ものです。
市内各地区の特色を活かし、本市の総合的見地から⾧期的視点で文化振興を図

るため、基本方針を定め、具体的な施策について計画しているものです。

文化振興計画とは

天草には世界文化遺産「⾧崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の構成資
産である「天草の﨑津集落」をはじめとしたキリシタンの歴史のほか、各地域に
は国・県・市指定の文化財や地域固有の祭り、伝統芸能などがあります。これら
の文化の継承のためには、天草のすばらしい自然や先人が築いた歴史と文化に学
び、本物の文化、芸術に触れる機会がつくられ、歴史や文化的価値が再認識され
るとともに、市民が天草に誇りを持ち、歴史と文化が次世代へ継承されることが
大切です。天草の宝を再発見し、磨き上げ、誇りを持てる天草文化の継承を目指
していくことを本計画の理念としています。

計画の理念

「歴史と文化を認め合い誇り高い天草文化の継承」

文化振興計画の位置付けと期間

計画の位置付けと期間

本計画の位置づけは次のとおりです。計画期間は総合計画にあわせて７年間としています。

計画の基本目標

綸子地著色聖体秘蹟図指物
通称：天草四郎陣中旗（本渡）

妙見浦（天草） 栖本太鼓踊り（栖本）

天草市総合計画

計画期間 令和５年～令和11年（７年間）

文化振興計画
計画期間 令和５年～令和11年（７年間）

文化芸術基本法

各種計画

大矢遺跡保存活用計画書
史跡棚底城跡保存管理計画書
史跡棚底城跡整備活用基本計画書
天草市立キリシタン資料館整備活用計画
天草市﨑津・今富の文化的景観保存活用計画
天草市立歴史民俗資料館整備活用計画
『海にうかぶ博物館あまくさ』活動計画

熊本県文化振興基本条例

第３次天草市教育振興基本計画

整合


